
３ 適用額明細書の提出までの流れ 
 

適用額明細書の提出までの流れは、次のようになります。  

 

 

                              

                                 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人税関係特別措置の適用を受けようとするか。 

適用額明細書の添付は不要です。 作成した適用額明細書を法人税申告書
に添付して提出してください(書面で提出
する場合は、他の書類とホチキスどめ等を
しないで、申告書に挟み込んでくださ
い。)。 

 
e-Tax で提出する場合は、別表一等の

「適用額明細書提出の有無」欄の「有」
をチェックしてください。 
※ 入力箇所はＰ７【別表一の記載内容】を参照 

 
書面で提出する場合は、別表一等の

｢適用額明細書提出の有無｣欄の｢有｣を
○で囲んでください。 
※ 記載箇所はＰ10【別表一の記載内容】を参照 
 

いいえ はい 

e-Tax で提出する場合は、別表一等の
「適用額明細書提出の有無」欄の「無」
をチェックしてください。 
※ 入力箇所はＰ７【別表一の入力画面】を参照 
 
書面で提出する場合は、別表一等の

「適用額明細書提出の有無」欄の「無」
を○で囲んでください。 
※ 記載箇所はＰ10【別表一の記載内容】を参照 


